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申請者名：　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

確認内容
申請者

確認欄

町

確認欄

【購入に際し】古い製品からの買換え、県内販売店・事業所での購入を補助対象としており、

新規設置のための購入、県外での購入、インターネット販売及び通信販売は補助対象外となる

ことを理解しました。

□ □

【購入に際し】一定の省エネ基準達成率を満たした製品のみ補助対象となることを理解し、補

助対象品目を購入しました。
□ □

メーカー発行の保証書の写しの添付が必要なことを理解しました。

※メーカー発行の保証書の無い製品は補助対象となりません
□ □

家電リサイクル券排出者控の写しの添付が必要なことを理解しました。 □ □
古い機器が設置されていたことがわかる写真及び補助対象家電を設置したことがわかる写真の

添付が必要なことを理解しました。
□ □

【申請に際し】申請は先着順であり、期間内に購入した場合であっても（設置後の）申請時点

で予算額に到達した場合や申請期間を過ぎた場合など申請できない可能性があることを理解し

ました。

□ □

申請額が予算額を超える場合は、同日に到着した申請書全てを同着とし、抽選により補助金の

交付を受けられる人を決定することを理解しました。また、このうち最後の１人は予算残額が

補助金上限額となるため、交付額は申請額より少なくなる可能性があることを理解しました。

□ □

今回の申請のために購入した家電については、国や他の地方公共団体、本町が行う他の補助金

の申請をしておりません。
□ □

申請日において、本町に居住し、本町の住民基本台帳に記録されています。また、確認のため

に町が住民基本台帳を確認することに同意します（世帯全員分）。
□ □

町税及び町の国民健康保険税に滞納の無いことを確認することに同意します（世帯全員分）。

なお、滞納があった場合補助金の交付を受けられないことを理解しました。
□ □

茨城町暴力団排除条例（平成 24 年茨城町条例第１号）第２条第１号から第３号までに規定す

る暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当しません。
□ □

補助金の交付決定の日から起算してエアコン及び電気冷蔵庫は 6 年間、譲渡、交換、貸し付

け、転売、廃棄等をしません。
□ □
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申請時チェックリスト（表面）
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◇申請希望の方は、購入前に必ず「申請の手引き」にて補助条件や申請書類等をご確認ください。
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◇本チェックリストにて「補助条件の確認・同意」・「申請に必要な書類」等が全て整っていることを確認し、□欄

にチェック（レ）し、申請書と共に提出してください。

裏面へ続く
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確認内容
申請者

確認欄

町

確認欄

【申請書全般】全て記載されている。
□ □

【申請書_振込先欄】申請者本人の口座である。

※補助金の交付は原則、本人口座への振込のみ
□ □

【レシートor領収書写し①】購入先所在地は茨城県内である。 □ □

【レシートor領収書写し②】購入日が令和８年８月１日～令和９年１月29日の期間である。 □ □

【レシートor領収書写し③】製品のメーカー、商品名、型番が記載されている。 □ □

【レシートor領収書写し④】製品代・別途購入品代・配送料・設置費用等の内訳がある。 □ □

【保証書写し】メーカー発行の物である。

※販売店発行の保証書のみは不可
□ □

【買換え前後の設置写真】設置前（古い機器が設置された写真）・設置後（新しい機器が設置

された写真）それぞれの写真が揃っている。
□ □

【家電リサイクル券排出者控の写し】補助の対象となる製品への買替えにより処分した製品に

対し発行されたものである。※排出者名が申請者本人である。
□ □

【省エネルギー達成基準率が分かる資料】カタログ又はメーカーホームページ等の印刷物に購入した製

品とその省エネルギー達成基準率が分かるよう印をつけている。
□ □

【振込口座写し】申請書に記載の振込口座の写しである。 □ □

【本チェックリスト①】申請者名の記載がある。 □ □

【本チェックリスト②】チェック（レ）が全てついている □ □
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